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熊本県監査委員公告第１１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定により、

令和２年（２０２０年）９月２日から令和２年（２０２０年）１２月７日までの間に実

施した監査の結果に基づき講じた措置を、同条第１４項の規定により、次のとおり公表

する。 

令和３年（２０２１年）６月４日 

熊本県監査委員  福 島 誠 治 

同        竹 中   潮 

同        内 野 幸 喜 

同        髙 野 洋 介 
 

監  査 

対象機関 
監 査 の 結 果 措 置 状 況 等 

県北広域

本部菊池

地域振興

局 

(個人情報の漏えいについて) 

ＤＶ要支援者の住所が記載

された県税領収書を本人以外

に交付するという個人情報漏

えい事案が発生している。 

個人情報保護条例に基づ

き、個人情報の適切な管理を

行うこと。 

・本庁税務課による「窓口業務マニュアル」

及び「収税マニュアル」改訂を受けて、令

和 2年（2020年）9月に収税課及び管内県

税窓口（玉名、山鹿、阿蘇）職員を対象に

研修を実施し、改訂内容を職員に徹底した。 

・令和2年（2020年）11月に収税課職員を

対象に「個人情報保護と情報セキュリティ

ー（特定課題研修）」及び「個人情報保護

に関する法令の適用」についての研修を実

施し、個人情報の適切な管理と再発防止に

努めた。 

・令和2年（2020年）11月に県北広域本部

の各課の担当者にも上記の研修を実施し

て、個人情報の適切な管理と再発防止に努

めた。 

・なお、令和2年（2020年）11月には本庁

税務課が県税システムを改修し、領収証書

の印刷時に保護すべき住所が印刷されない

ようにするなど対応を行った。 

県北広域

本部菊池

地域振興

局 

(公用車の管理について) 

令和2年度（2020年度）に

おいて、車検切れのまま公務

に使用した公用車が 1台あ

る。 

重要備品台帳を活用するな

ど公用車の車検時期を的確に

管理し、再発防止に努めるこ

と。 

〇 運行時の確認の徹底 

各課において公用車のダッシュボード等

に「車検の有効期限」及び「12か月点検期

日」をシール等で表示し、運行するごとに

それらを確認することで、適正な運行を徹

底した。 

〇 組織的な車両管理の徹底 

総務課において次のとおり公用車一覧表

により車検の実施状況を把握し、車検有効

期限10日前までに実施が確認できない場合

は、担当課長等に連絡するなど、組織的な

車両管理を徹底した。 
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・総務課経理出納班から各課へ車検有効期

限等を記載した「公用車一覧表」を毎月送

付。 

・各課は車検が終了し新しい車検証が交付

されたら、写しを総務課経理出納班に提出。 

・総務課経理出納班において、新しい車検

証（写）の提出又は、12か月点検完了の確

認ができたときは、「公用車一覧表」を更

新。 

・総務課経理出納班に車検有効期限及び12

か月点検期日の10日前までに車検証（写）

の提出がない場合、または12か月点検完了

の確認ができない場合は、担当課長及び担

当副部長へ連絡。 

〇 法令遵守の意識の徹底 

毎年実施している広域本部全体の交通安全

研修会等で本事案の情報を共有し、使用す

る職員一人ひとりが公用車の管理・運行の

責任を担っていることを確認することで、

法令遵守の意識を徹底した。 

県北広域
本部玉名
地域振興
局 

(職員の交通法規違反につい

て) 

通勤中に、司法処分が科さ

れた交通法規違反が 1件発生

している。 

職員の交通安全意識の高揚

を図るとともに、交通法規違

反に対する効果的な防止策を

講じること。 

 

局全体の取組みとして、全職員を対象に

交通安全研修を（令和 2年（2020年）6月

及び12月）実施するとともに、毎月の局議

において交通事故・違反の発生状況の情報

共有を行い、交通安全意識を高めている。 

農林部においては、部課長会議でのヒヤ

リハット体験の報告、「無事故無違反達成

日数」の掲示、公用車への安全運転シール

貼付、課定例会議における交通安全宣言書

の復唱の他、日常的な声かけを通じて交通

安全・事故防止に取り組んだ。 

今後も引き続き、職員一人一人の交通安

全に係る意識の高揚を図り、交通違反及び

交通事故の未然防止に努める。 

県北広域
本部鹿本
地域振興
局 

(局長宿舎賃借料の支払遅延

について) 

局長宿舎賃借料について、

支払手続が遅れ、延滞損害金

が発生している。 

支払期限のある支出につい

て、支払手続が遅れないよう

適正に処理すること。 

「委託料」や「負担金、補助及び交付金」

等の支払処理の進捗管理を行ってきた「会

計事務処理進行管理表」に「宿舎賃借料」

も追加し、複数者でチェックする組織的な

管理を徹底した。 

更に、局で作成している「経理事務の手

引き」に「会計事務処理管理表による進行

管理の徹底」を追加して掲載するとともに、

研修会で説明を行い、「会計事務処理進行

管理表」による管理の強化を図った。 
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県北広域
本部阿蘇
地域振興
局 

(職員の交通事故について) 

公用車による過失割合が高

い人身事故が 2件、物損事故

が2件発生している。 

職員の交通安全意識の高揚

を図るとともに、交通事故に

対する効果的な防止策を講じ

ること。 

 

  

局議において、所属職員に安全運転への

注意喚起を行うとともに､令和2年(2020年)

12月には、局内全職員を対象に交通安全研

修を実施し、交通法規の遵守及び安全運転

の徹底等、交通安全意識の高揚を図った。 

また、無事故無違反の継続日数のホワイ

トボードでの掲示を継続し、視覚化するこ

とにより交通安全の認識を共有している。 

引き続き、職員に対して交通法規の遵守

及び安全運転の徹底を図るため、局議及び

研修等あらゆる機会を通じて注意喚起を行

う。 

県北広域
本部阿蘇
地域振興
局 

(職員住宅の入退居手続につ

いて) 

 職員住宅について、賃貸借

契約の締結、総務厚生課への

入退居報告等が未了のまま、

職員1名を7か月間入居させ、

当該職員の退居から 10か月

後になって、総務厚生課への

収入調定及び納入通知書発行

の依頼を行っている。その結

果、賃借料の全額が、総務厚

生課の過年度収入となってい

る。 

熊本県職員住宅管理規程に

基づき、職員住宅の入退居手

続を適正に行うこと。 

担当者の当該業務に関する理解不足と不

作為及び組織的なチェックが働かなかった

ことが原因であることから、次の措置を講

ずることとした。 

➀全体の進行管理票を作成し、総務調整

班長が随時確認する。 

➁また、入居申請者毎に、事務手続きの

チェックリストを作成し、担当者及び総務

調整班長で共有する。 

③入退去の申出があった場合は、総務調

整班長が申出者から提出される書類を受領

し、担当者へ必要な手続をとるよう指示す

る。 

④総務厚生課から新たに送付されること

となった入居者名簿と実際の入居状況を照

合確認する。 

県北広域
本部阿蘇
地域振興
局 

(生活保護費の返納手続につ

いて) 

 過払いとなった生活保護費

について、自治体からの指摘

を受けたにもかかわらず、1

年以上にわたり返納手続が遅

れている。 

業務進行管理について、組

織的なチェック体制を強化

し、再発防止を徹底すること。 

 問題発生を受け、令和元年（2019年）12

月に下記①～③の再発防止策を策定。返納

手続の漏れを防止するため、生活保護費の

返納手続の都度確実に実施するよう改善を

図った。 

 今後も業務進行管理について、組織的な

チェック体制を確保するとともに、再発防

止策の実施を徹底していく。 

➀生活保護システムで出力される「戻入

リスト」を課長まで供覧し、対象者の情報

を確実に把握する。 

②「保護費返納伺」の余白に「返納仕訳

書作成」及び「返納通知書発送」の確認欄

を設け、業務の進捗状況を可視化する。 

③担当班長が戻入決定から収納に至るま

でのチェックリストを作成し、業務の進捗

状況を管理する。 

  


